
KOBE
FAMILY COURT

どなたでもご参加できます！

家事事件・少年事件の
手続の流れや、裁判官、
書記官、調査官
それぞれの業務内容
についてお話しします！

Zoomによるオンライン開催

裁判官・調査官・書記官
による質疑応答も

IN KOBE

お申込みはこちらから
神戸家庭裁判所総務課庶務係
〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1
TEL:078-521-5907

家庭裁判所ってどんなところ？
－家庭裁判所で働く人達に聞いてみよう－

憲法週間行事

15:30～17:00
定員50人
申込期間
４月３０日（水）から
５月１９日（月）まで 先着順

2025.05.27(Tue)


